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1 調査概要 

 

1.1  調査項目および内容 

土壌調査の項目および内容を表-1に示す。 

 

表-1 土壌調査内容 

調査項目 調査内容 調査地点 

土壌調査 

〇土壌環境基準（29 項目） 
ボーリング地点 

B1～7 

〇ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁

（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係

る環境基準（1項目） 

ダイオキシン類地点 

D1～5 

 

 

1.2  調査位置 

調査地点を図-1 に示す。（浦添市伊奈武瀬地内） 

 

 

図-１ 調査位置図 
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1.3  調査実施日 

土壌調査の実施日を表-2に示す。 

 

表-2 土壌調査実施日 

調査項目 調査実施日 

土壌環境基準（B1～7） 令和元年 7月 2日～11日 

ダイオキシン類環境基準（D1～5） 令和元年 7月 3日 
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2 調査方法 

 

2.1  試料採取 

土壌環境基準項目調査は、工事による掘削深を想定し、B1～7 についてそれぞれ図-2に

示す深度の試料を採取した。試料は、チャック付きビニール袋及び遮光性ガラス瓶にそれ

ぞれ採取し、隙間ができないように密閉した。試料採取地点および採取試料を図-3 に示

す。 

また、ダイオキシン類調査は、表層土壌について 5地点混合方式により試料採取を行っ

た。「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」（平成 21 年 環境省水・大気環境局

土壌環境課）に準じ、D1～5 において表面から 5cm までの柱状試料を採取した。採取状況

および採取試料を図-4に示す。 

 

 

 

図-2 試料採取層 

 

 

凡例： 
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図-3 土壌調査（採取試料） 
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図-4 ダイオキシン類調査（採取試料） 
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2.2  分析試験 

採取試料（B1～7）は等量混合し、分析用の試験試料とした。ダイオキシン類用採取試

料（D1～5）については、専門の機関で混合し試験を行った。試験試料を図-5 および図-6

に示す。 

分析試験は、表-3 に示す土壌環境基準 29 項目およびダイオキシン類の計 30 項目を実

施した。分析状況を図-7に示す。 

また、土壌の環境基準を表-4に示す。 

 

 

 

試料 B1～7 

 

B1～7混合試料 

図-5 採取試料および混合試料（B1～7） 

 

 

  

図-6 ダイオキシン類調査採取試料（D1～5） 
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表-3 分析項目および測定方法 

No. 項目 測定方法 

1 カドミウム JIS K 0102 55.4 

2 全シアン JIS K 0102 38.1.2 および 38.3 

3 有機燐（りん） 昭和 49 年 環境庁告示第 64 号 付表１ 

4 鉛 JIS K 0102 54.4 

5 六価クロム JIS K 0102 65.2.5 

6 砒（ひ）素 JIS K 0102 61.3 

7 総水銀 昭和 46 年 環境庁告示第 59 号 付表２ 

8 アルキル水銀 
昭和 46 年 環境庁告示第 59 号 付表３及び 
昭和 49 年 環境庁告示第 64 号 付表３ 

9 ＰＣＢ 昭和 46 年 環境庁告示第 59 号 付表４ 

10 銅 昭和 47 年 総理府令第 66 号 

11 ジクロロメタン JIS K 0125 5.2 

12 四塩化炭素 JIS K 0125 5.2 

13 クロロエチレン 平成 9 年 環境庁告示第 10 号 付表 

14 １，２－ジクロロエタン JIS K 0125 5.2 

15 １，１－ジクロロエチレン JIS K 0125 5.2 

16 １，２－ジクロロエチレン JIS K 0125 5.2 

17 １，１，１－トリクロロエタン JIS K 0125 5.2 

18 １，１，２－トリクロロエタン JIS K 0125 5.2 

19 トリクロロエチレン JIS K 0125 5.2 

20 テトラクロロエチレン JIS K 0125 5.2 

21 １，３－ジクロロプロペン JIS K 0125 5.2 

22 チウラム 昭和 46 年 環境庁告示第 59 号 付表５ 

23 シマジン 昭和 46 年 環境庁告示第 59 号 付表６ 第１ 

24 チオベンカルブ 昭和 46 年 環境庁告示第 59 号 付表６ 第１ 

25 ベンゼン JIS K 0125 5.2 

26 セレン JIS K 0102 67.4 

27 ふっ素 JIS K 0102 34.1 

28 ほう素 JIS K 0102 47.3 

29 １，４－ジオキサン 昭和 46 年 環境庁告示第 59 号 付表８ 

30 ダイオキシン類 
ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル 
（平成 21 年 環境省水・大気環境局土壌環境課） 
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PCB、アルキル水銀 

 
VOC 類 

 
有機リン 

 
シアン、フッ素 

 
チウラム 

 
シマジン、チオベンカルブ 

 
重金属類 

 
ダイオキシン類 

図-7 分析状況 
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表-4 土壌環境基準 

No. 項目 環境上の条件 

1 カドミウム 検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であること。 

2 全シアン 検液中に検出されないこと。 

3 有機燐（りん） 検液中に検出されないこと。 

4 鉛 検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であること。 

5 六価クロム 検液１Ｌにつき 0.05mg 以下であること。 

6 砒（ひ）素 検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であること。 

7 総水銀 検液１Ｌにつき 0.0005mg 以下であること。 

8 アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

9 ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 

10 銅 土壌１kg につき 125mg 未満であること。 

11 ジクロロメタン 検液１Ｌにつき 0.02mg 以下であること。 

12 四塩化炭素 検液１Ｌにつき 0.002mg 以下であること。 

13 クロロエチレン 検液１Ｌにつき 0.002mg 以下であること。 

14 １，２－ジクロロエタン 検液１Ｌにつき 0.004mg 以下であること。 

15 １，１－ジクロロエチレン 検液１Ｌにつき 0.1mg 以下であること。 

16 １，２－ジクロロエチレン 検液１Ｌにつき 0.04mg 以下であること。 

17 １，１，１－トリクロロエタン 検液１Ｌにつき１mg 以下であること。 

18 １，１，２－トリクロロエタン 検液１Ｌにつき 0.006mg 以下であること。 

19 トリクロロエチレン 検液１Ｌにつき 0.03mg 以下であること。 

20 テトラクロロエチレン 検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であること。 

21 １，３－ジクロロプロペン 検液１Ｌにつき 0.002mg 以下であること。 

22 チウラム 検液１Ｌにつき 0.006mg 以下であること。 

23 シマジン 検液１Ｌにつき 0.003mg 以下であること。 

24 チオベンカルブ 検液１Ｌにつき 0.02mg 以下であること。 

25 ベンゼン 検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であること。 

26 セレン 検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であること。 

27 ふっ素 検液１Ｌにつき 0.8mg 以下であること。 

28 ほう素 検液１Ｌにつき１mg 以下であること。 

29 １，４－ジオキサン 検液１Ｌにつき 0.05mg 以下であること。 

30 ダイオキシン類 1,000pg-TEQ／ｇ以下 

備考   

 ※「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合におい
て、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 
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3 調査結果 

採取した試料の分析試験結果を表-5 に示す。全ての項目で環境基準を満たしていた。 

  

表-5 土壌分析試験結果 

No. 項目 単位 分析結果 環境基準 

1 カドミウム mg/L <0.001 0.01 以下 

2 全シアン mg/L 不検出 検出されないこと 

3 有機燐（りん） mg/L 不検出 検出されないこと 

4 鉛 mg/L <0.005 0.01 以下 

5 六価クロム mg/L <0.02 0.05 以下 

6 砒（ひ）素 mg/L 0.002 0.01 以下 

7 総水銀 mg/L <0.0005 0.0005 以下 

8 アルキル水銀 mg/L 不検出 検出されないこと 

9 ＰＣＢ mg/L 不検出 検出されないこと 

10 銅 mg/kg <0.5 125 以下 

11 ジクロロメタン mg/L <0.002 0.02 以下 

12 四塩化炭素 mg/L <0.0002 0.002 以下 

13 クロロエチレン mg/L <0.0002 0.002 以下 

14 １，２－ジクロロエタン mg/L <0.0004 0.004 以下 

15 １，１－ジクロロエチレン mg/L <0.002 0.1 以下 

16 １，２－ジクロロエチレン mg/L <0.004 0.04 以下 

17 １，１，１－トリクロロエタン mg/L <0.001 1 以下 

18 １，１，２－トリクロロエタン mg/L <0.0006 0.006 以下 

19 トリクロロエチレン mg/L <0.001 0.03 以下 

20 テトラクロロエチレン mg/L <0.001 0.01 以下 

21 １，３－ジクロロプロペン mg/L <0.0002 0.002 以下 

22 チウラム mg/L <0.0006 0.006 以下 

23 シマジン mg/L <0.0003 0.003 以下 

24 チオベンカルブ mg/L <0.002 0.02 以下 

25 ベンゼン mg/L <0.001 0.01 以下 

26 セレン mg/L <0.001 0.01 以下 

27 ふっ素 mg/L 0.5 0.8 以下 

28 ほう素 mg/L 0.09 1 以下 

29 １，４－ジオキサン mg/L <0.005 0.05 以下 

30 ダイオキシン類 pg-TEQ/g 4.4 1,000 以下 

 ※「<」表示の分析結果は、定量下限値未満を示す。 

  





 

 

 

 

 

 

 

□  添付資料（計量証明書） 
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